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特集　企業再編の現代的課題──日中民商法比較の観点から 

　
　
特
集企

業
再
編
の
現
代
的
課
題
―
―
日
中
民
商
法
比
較
の
観
点
か
ら

解
題　

慶
應
義
塾
大
学
と
清
華
大
学
の
学
術
交
流

山　

本　

爲　

三　

郎

　

本
年
（
二
〇
一
四
年
）
三
月
四
日
（
火
）、
三
田
南
館
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
室
に
お
い
て
、
塾
法
学
部
と
法
務
研
究
科
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
企
業
再
編
の
現
代
的
課
題
︱
︱
日
中
民
商
法
比
較
の
観
点
か
ら
」（
“Contem

porary Problem
s of M

&
A

 in 

Japan and China

”）
を
共
催
し
た
。
九
〇
年
代
以
降
、
世
界
的
に
民
事
法
領
域
で
大
改
編
が
続
き
、
日
中
両
国
で
も
、
現
在
、
会

社
法
や
民
法
の
具
体
的
な
改
正
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
事
法
の
著
し
い
高
度
化
を
背
景
に
す
る
と
、
他
の
法
分
野
に

お
け
る
よ
り
も
な
お
一
層
、
日
中
両
国
の
民
商
法
研
究
者
が
研
鑽
し
あ
う
必
要
性
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
私
の
立
案
を

基
に
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
企
画
さ
れ
た
。
清
華
大
学
か
ら
三
名
の
著
名
な
先
生
を
お
招
き
し
、
塾
法
学
部
と
法
務
研
究
科
の
四
名
の

教
授
と
と
も
に
、
企
業
再
編
に
つ
き
各
先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
理
論
的
あ
る
い
は
実
務
的
に
関
心
を
お
持
ち
の
テ
ー
マ
で
報
告
し
て
い
た

だ
く
も
の
で
あ
る
。
企
業
再
編
を
統
一
テ
ー
マ
に
選
定
し
た
の
は
、
法
令
、
実
務
、
判
例
そ
し
て
理
論
に
お
い
て
進
展
が
特
に
速
く

複
雑
な
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
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当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
通
り
に
進
行
し
た
。

　

午
前
の
部
。
開
会
挨
拶
、
片
山
直
也
法
務
研
究
科
委
員
長
。
報
告
、
池
田
眞
朗
教
授
「
会
社
再
編
と
債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
・
契

約
譲
渡
」、
王
保
樹
清
華
大
学
教
授
「
中
国
民
商
法
の
発
展
」、
金
山
直
樹
教
授
「
法
人
格
否
認
の
法
理
と
そ
の
利
息
制
限
法
へ
の
適

用
」。
以
上
の
報
告
の
後
、
質
疑
応
答
。

　

午
後
の
部
。
報
告
、
宮
島
司
教
授
「
濫
用
的
会
社
分
割
と
詐
害
行
為
取
消
」、
朱
慈
蘊
清
華
大
学
教
授
「
中
国
に
お
け
る
株
式
を

対
価
と
す
る
上
場
会
社
の
買
収
と
現
金
選
択
権
」、
菅
原
貴
与
志
教
授
「
事
業
譲
渡
を
め
ぐ
る
実
務
問
題
～
債
権
者
保
護
を
中
心
に
」、

朱
大
明
清
華
大
学
専
任
講
師
「
日
中
会
社
分
割
制
度
の
比
較
」。
以
上
の
報
告
の
後
、
質
疑
応
答
。
閉
会
挨
拶
、
大
石
裕
法
学
部
長
。

　

王
保
樹
教
授
は
、
中
国
法
学
会
商
法
学
研
究
会
会
長
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
に
お
け
る
民
商
法
の
立
法
・
改
正
を
指
導
し
て
こ

ら
れ
た
中
国
民
事
法
学
界
の
重
鎮
で
あ
る
。
朱
慈
蘊
教
授
は
、
中
国
法
学
会
商
法
学
研
究
会
副
会
長
で
あ
り
、
中
国
商
法
学
界
に
お

い
て
重
責
を
担
わ
れ
て
い
る
国
際
派
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
朱
大
明
専
任
講
師
は
、
一
橋
大
学
で
博
士
号
（
法
学
）
を
取
得
し
日
中
両

国
の
法
事
情
に
詳
し
く
、
日
本
語
で
の
発
表
論
考
も
少
な
く
な
い
新
進
気
鋭
の
商
法
学
研
究
者
で
あ
る
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
は
、
塾
内
外
の
大
学
生
や
大
学
院
生
、
研
究
者
、
弁
護
士
な
ど
多
数
の
聴
衆
が
会
場
を
埋
め
た
。
各
報
告
は
、

そ
の
個
別
テ
ー
マ
や
分
析
観
点
は
異
な
る
が
、
最
近
の
裁
判
事
例
や
実
務
を
採
り
挙
げ
、
論
理
的
に
整
理
し
た
上
で
、
理
論
的
解
決

の
可
能
性
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
お
い
て
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
も
、
儀
礼

的
な
も
の
は
な
く
、
レ
ベ
ル
の
高
い
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。
以
下
に
掲
載
さ
れ
る
各
報
告
論
考
（
今
回
の
特
集
で
は
慶
應
義
塾
の

四
名
の
先
生
方
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
る
）
か
ら
も
、
当
日
の
熱
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
に
つ

き
時
間
配
分
な
ど
に
不
手
際
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
司
会
を
務
め
た
私
に
全
責
任
が
あ
る
。

　

長
時
間
（
一
〇
時
か
ら
一
七
時
過
ぎ
ま
で
）
で
は
あ
っ
た
が
、
会
場
全
体
が
充
実
し
た
時
を
共
有
で
き
た
の
は
、
ご
登
壇
い
た
だ
い

た
王
先
生
を
は
じ
め
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
の
熱
意
の
賜
物
で
あ
る
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
質
問
者
を
含
む
聴
衆
の
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方
々
の
真
摯
な
参
加
姿
勢
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
塾
法
学
部
・
法
務
研
究
科
と
清
華
大
学
と
の
さ
ら

に
は
中
国
の
法
律
学
界
と
の
今
後
の
学
術
交
流
の
嚆
矢
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い＊
。

　

＊
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
と
し
て
、
塾
法
学
部
・
法
学
研
究
科
・
法
務
研
究
科
と
清
華
大
学
法
学
院
と
の
間
で
交
換
協
定
が
締
結
さ
れ

た
。
研
究
者
同
士
の
個
人
的
な
信
頼
関
係
が
、
組
織
間
の
継
続
的
交
流
に
拡
大
・
発
展
す
る
礎
を
築
い
た
の
で
あ
り
、
来
日
さ
れ
た
三
先
生

も
深
く
喜
ん
で
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。


